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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、半期報告書を提出しましたので、平成25年6月12日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原

届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報に訂正するため、またその他の情報について訂正すべき

事項がありますので、本訂正届出書を提出するものです。

２【訂正の内容】

※　下線部　　　　　　は訂正部分を示します。
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第一部【証券情報】

（5）【申込手数料】

［訂正前］

申込金額（取得申込日の基準価額に申込口数を乗じて得た額）に、販売会社が独自に定める手

数料率を乗じて得た額

有価証券届出書提出日現在の手数料率の上限は、2.1％（税抜2.0％）です。手数料率は変更と

なる場合があります。詳細につきましては、販売会社にご確認下さい。

（　略　）

［訂正後］

申込金額（取得申込日の基準価額に申込口数を乗じて得た額）に、販売会社が独自に定める手

数料率を乗じて得た額

有価証券届出書提出日現在の手数料率の上限は、2.1％
※
（税抜2.0％）です。手数料率は変更

となる場合があります。詳細につきましては、販売会社にご確認下さい。

※消費税率が8％になった場合は、2.16％となります。

（　略　）

（9）【払込期日】

［訂正前］

申込みコース又は販売会社によって異なります。

「分配金受取りコース」

取得申込日から起算して4営業日以内に、申込代金を販売会社でお支払い下さい。なお、

販売会社が別に定める期日がある場合は当該期日までとします。

「分配金再投資コース」

取得申込日に、申込代金を販売会社でお支払い下さい。

なお、販売会社が別に定める期日がある場合は当該期日までとします。

「定時定額購入サービス」をご利用の場合には、申込代金は、あらかじめ定められた日に

銀行口座等より自動的に引き落としさせていただきます。

（　略　）

［訂正後］

販売会社が定める期日までに申込代金を販売会社でお支払い下さい。

◆　申込代金は、1口当たりの発行価格に申込口数を乗じて得た申込金額に、申込手数料（消費

税等相当額を含みます。）を加算した額です。
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（　略　）
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第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（3）【ファンドの仕組み】

［訂正前］

（　略　）

■　委託会社の概況（平成25年4月末日現在）

（　略　）

◆　大株主の状況

名　　称 住　　所 持株数 持株比率

岡三興業株式会社
株式会社岡三証券グループ
株式会社りそな銀行
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
株式会社みずほコーポレート銀行

東京都中央区日本橋小網町9番9号
東京都中央区日本橋1丁目17番6号
大阪市中央区備後町2丁目2番1号
東京都千代田区丸の内1丁目4番5号
東京都千代田区丸の内1丁目3番3号

253,400株
163,800株
41,150株
41,150株
41,149株

30.71％
19.85％
4.99％
4.99％
4.99％

［訂正後］

（　略　）

■　委託会社の概況（平成25年10月末日現在）

（　略　）

◆　大株主の状況

名　　称 住　　所 持株数 持株比率

岡三興業株式会社

株式会社岡三証券グループ
株式会社りそな銀行

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

株式会社みずほ銀行

東京都中央区日本橋小網町9番9号
東京都中央区日本橋1丁目17番6号
大阪市中央区備後町2丁目2番1号
東京都千代田区丸の内1丁目4番5号
東京都千代田区丸の内1丁目3番3号

253,400株
174,801株
41,150株
41,150株
41,149株

30.71％
21.19％
4.99％
4.99％
4.99％

２【投資方針】

（3）【運用体制】

［訂正前］

（　略　）

会議名または部署名 役割

（　略　） （　略　）

リスク管理部
（6名程度）

「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図につ
き、法令諸規則等に定める運用の指図に関する事項の遵守状況の確認を行いま
す。発注前の検証として、発注内容が法令諸規則等に照らして適当であるのか
伝票等より確認を行い、発注後の検証として、運用指図結果の適法性又は適正
性について確認を行います。
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（　略　） （　略　）

（　略　）

※　運用体制等につきましては、平成25年4月末日現在のものであり、変更になることがあります。

［訂正後］

（　略　）

会議名または部署名 役割

（　略　） （　略　）

リスク管理部
（6名程度）

「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図につ
き、法令諸規則等に定める運用の指図に関する事項の遵守状況の確認を行いま
す。発注前の検証として、発注内容が法令諸規則等に照らして適当であるのか
伝票又はオーダー・マネジメント・システムのコンプライアンスチェック機能
を利用して確認を行い、発注後の検証として、運用指図結果の適法性又は適正
性について確認を行います。

（　略　） （　略　）

（　略　）

※　運用体制等につきましては、平成25年10月末日現在のものであり、変更になることがありま

す。

３【投資リスク】

［訂正前］

（　略　）

＜投資リスク＞

■　株価変動リスク

株式の価格は、株式の発行会社の業績や財務状況、株式市場の需給、政治・経済情勢等の影

響により変動します。

投資した株式の価格の上昇は、ファンドの基準価額の上昇要因となり、投資した株式の価格

の下落は、ファンドの基準価額の下落要因となります。

投資した株式の価格の下落の影響で、ファンドの基準価額が下落し、損失を被る可能性があ

ります。

（　略　）

＜投資リスクに対する管理体制＞

（　略　）

発注前の検証は、運用実施に関する内規に基づき、発注内容が法令諸規則等に照らして適当である

かどうか伝票等より確認を行います。発注後の検証は、運用指図結果の適法性又は適正性について

確認を行います。

（　略　）

［訂正後］

（　略　）
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＜投資リスク＞

■　株価変動リスク

株式の価格は、株式の発行会社の業績や財務状況、株式市場の需給、政治・経済状況等の影

響により変動します。

投資した株式の価格の上昇は、ファンドの基準価額の上昇要因となり、投資した株式の価格

の下落は、ファンドの基準価額の下落要因となります。

投資した株式の価格の下落の影響で、ファンドの基準価額が下落し、損失を被る可能性があ

ります。

（　略　）

＜投資リスクに対する管理体制＞

（　略　）

発注前の検証は、運用実施に関する内規に基づき、発注内容が法令諸規則等に照らして適当である

かどうか伝票又はオーダー・マネジメント・システムのコンプライアンスチェック機能を利用して

確認を行います。発注後の検証は、運用指図結果の適法性又は適正性について確認を行います。

（　略　）

４【手数料等及び税金】

（1）【申込手数料】

［訂正前］

申込金額（取得申込日の基準価額に申込口数を乗じて得た額）に、販売会社が独自に定める手

数料率を乗じて得た額

有価証券届出書提出日現在の手数料率の上限は、2.1％（税抜2.0％）です。手数料率は変更と

なる場合があります。詳細につきましては、販売会社にご確認下さい。

（　略　）

［訂正後］

申込金額（取得申込日の基準価額に申込口数を乗じて得た額）に、販売会社が独自に定める手

数料率を乗じて得た額

有価証券届出書提出日現在の手数料率の上限は、2.1％
※
（税抜2.0％）です。手数料率は変更と

なる場合があります。詳細につきましては、販売会社にご確認下さい。

※消費税率が8％になった場合は、2.16％となります。

（　略　）

（3）【信託報酬等】

［訂正前］

■　信託報酬の総額及びその配分
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信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年10,000分の131.25

（税抜125）の率を乗じて得た額とします。

信託報酬は、「委託会社」、「販売会社」及び「受託会社」の間で次のように配合します。

委託会社 販売会社 受託会社

純資産総額50億円以下に見合う信
託報酬の配分

年万分の78.75
（税抜75）

年万分の42.00
（税抜40）

年万分の10.50
（税抜10）

純資産総額50億円超100億円以下に
見合う信託報酬の配分

年万分の73.50
（税抜70）

年万分の47.25
（税抜45）

年万分の10.50
（税抜10）

純資産総額100億円超150億円以下
に見合う信託報酬の配分

年万分の68.25
（税抜65）

年万分の52.50
（税抜50）

年万分の10.50
（税抜10）

純資産総額150億円超に見合う信託
報酬の配分

年万分の63.00
（税抜60）

年万分の57.75
（税抜55）

年万分の10.50
（税抜10）

（　略　）

［訂正後］

■　信託報酬の総額及びその配分

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年率1.3125％
※
（税抜

1.25％）を乗じて得た額とします。

※消費税率が8％になった場合は、年率1.35％となります。

信託報酬は、「委託会社」、「販売会社」及び「受託会社」の間で次のように配合します。

委託会社 販売会社 受託会社

純資産総額50億円以下に見合う信
託報酬の配分

年率0.75％
（税抜）

年率0.40％
（税抜）

年率0.10％
（税抜）

純資産総額50億円超100億円以下に
見合う信託報酬の配分

年率0.70％
（税抜）

年率0.45％
（税抜）

年率0.10％
（税抜）

純資産総額100億円超150億円以下
に見合う信託報酬の配分

年率0.65％
（税抜）

年率0.50％
（税抜）

年率0.10％
（税抜）

純資産総額150億円超に見合う信託
報酬の配分

年率0.60％
（税抜）

年率0.55％
（税抜）

年率0.10％
（税抜）

（　略　）

（4）【その他の手数料等】

［訂正前］

（　略　）

■　ファンドの財務諸表の監査費用は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000

分の0.525（税抜0.5）の率を乗じて得た額とし、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日及び毎計算期

末又は信託終了のとき、信託財産中から支弁します。

（　略　）

［訂正後］
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（　略　）

■　ファンドの財務諸表の監査費用は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率

0.00525％
※
（税抜0.005％）を乗じて得た額とし、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日及び毎計算

期末又は信託終了のとき、信託財産中から支弁します。

※消費税率が8％になった場合は、年率0.0054％となります。

（　略　）

（5）【課税上の取扱い】

［訂正前］

ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。

（　略　）

■　その他

・　益金不算入制度、配当控除の適用が可能です。税務署等でご確認いただくことをおすすめい

たします。

・　買取請求による換金の場合の課税上の取扱い及び損益通算等につきましては、取得申込みを

取り扱った販売会社にお問い合わせ下さい。

※　上記の内容は平成25年4月末日現在の税法に基づくものであり、税法が改正された場合には変更

になることがあります。

［訂正後］

ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。

公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。（平成26年1月1日以降）

（　略　）

※ 少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合

少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、平成26年1月1日以降の非課税制度です。NISA

をご利用の場合、毎年、年間100万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じ

る配当所得及び譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用になれるのは、満20歳以上の方

で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳

しくは、販売会社にお問い合わせください。

■　その他

・　益金不算入制度、配当控除の適用が可能です。税務署等でご確認いただくことをおすすめい

たします。
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・　買取請求による換金の場合の課税上の取扱い及び損益通算等につきましては、取得申込みを

取り扱った販売会社にお問い合わせ下さい。

※　上記の内容は平成25年10月末日現在の税法に基づくものであり、税法が改正された場合には変

更になることがあります。

５【運用状況】

原届出書「第二部　ファンド情報　第１　ファンドの状況　５　運用状況」につきましては、以下の

内容に更新・訂正されます。

平成25年10月31日現在の運用状況は、以下の通りです。

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第

3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

（1）【投資状況】

資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）

株式 日本 2,417,935,000 93.81

コール・ローン等、その他の資産（負債控除後） 159,567,937 6.19

合計（純資産総額） 2,577,502,937 100.00

（2）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

国／
地域

種類 銘柄名 業種 数量

帳簿価額

単価

（円）

帳簿価額

金額

（円）

評価額

単価

（円）

評価額

金額

（円）

投資

比率

（％）

日本 株式 日本ペイント 化学 100,000 1,252.90 125,290,017 1,646.00 164,600,000 6.39

日本 株式 昭和シェル石油 石油・石炭製品 150,000 814.39 122,159,595 1,054.00 158,100,000 6.13

日本 株式 住友電気工業 非鉄金属 100,000 1,420.02 142,002,099 1,468.00 146,800,000 5.70

日本 株式 富士重工業 輸送用機器 50,000 2,413.36 120,668,206 2,671.00 133,550,000 5.18

日本 株式 マツダ 輸送用機器 300,000 392.16 117,648,205 440.00 132,000,000 5.12

日本 株式 ピジョン その他製品 20,000 3,589.60 71,792,005 5,050.00 101,000,000 3.92

日本 株式 イオンフィナンシャルサービス その他金融業 30,000 2,865.88 85,976,596 3,005.00 90,150,000 3.50

日本 株式 ソフトバンク 情報・通信業 10,000 6,611.29 66,112,963 7,300.00 73,000,000 2.83

日本 株式 デンソー 輸送用機器 15,000 4,080.00 61,200,000 4,705.00 70,575,000 2.74

日本 株式 ブリヂストン ゴム製品 20,000 3,533.55 70,671,130 3,355.00 67,100,000 2.60

日本 株式 ユニ・チャーム 化学 10,000 5,327.37 53,273,771 6,290.00 62,900,000 2.44

日本 株式 ヒューリック 不動産業 40,000 1,061.13 42,445,546 1,556.00 62,240,000 2.41

日本 株式 日本曹達 化学 100,000 597.01 59,701,881 599.00 59,900,000 2.32

日本 株式 トプコン 精密機器 40,000 956.87 38,275,086 1,473.00 58,920,000 2.29

日本 株式 日本農薬 化学 50,000 1,031.08 51,554,068 1,174.00 58,700,000 2.28

日本 株式 日野自動車 輸送用機器 40,000 1,175.71 47,028,673 1,379.00 55,160,000 2.14

日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通信業 10,000 5,487.52 54,875,291 5,310.00 53,100,000 2.06
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日本 株式 エイチ・アイ・エス サービス業 10,000 4,995.06 49,950,682 5,290.00 52,900,000 2.05

日本 株式 日立キャピタル その他金融業 20,000 2,462.20 49,244,000 2,628.00 52,560,000 2.04

日本 株式 日本新薬 医薬品 30,000 1,761.16 52,835,082 1,690.00 50,700,000 1.97

日本 株式 エムスリー サービス業 180 179,200.00 32,256,000 268,500.00 48,330,000 1.88

日本 株式 オリエンタルランド サービス業 3,000 16,570.39 49,711,171 15,720.00 47,160,000 1.83

日本 株式 ショーボンドホールディングス 建設業 10,000 3,350.00 33,500,000 4,585.00 45,850,000 1.78

日本 株式 キーエンス 電気機器 1,000 32,651.34 32,651,344 42,000.00 42,000,000 1.63

日本 株式 シップヘルスケアホールディングス 卸売業 10,000 3,534.95 35,349,585 4,020.00 40,200,000 1.56

日本 株式 大塚商会 情報・通信業 3,000 12,064.63 36,193,914 12,730.00 38,190,000 1.48

日本 株式 エフピコ 化学 5,000 6,583.04 32,915,246 7,580.00 37,900,000 1.47

日本 株式 カカクコム サービス業 20,000 1,921.67 38,433,434 1,894.00 37,880,000 1.47

日本 株式 ファーストリテイリング 小売業 1,000 30,100.00 30,100,000 32,850.00 32,850,000 1.27

日本 株式 ドン・キホーテ 小売業 5,000 5,406.70 27,033,509 6,520.00 32,600,000 1.26

（種類別及び業種別投資比率）

種類 国内/外国 業種 投資比率（％）

株式 国内 化学 15.98

輸送用機器 15.18

サービス業 9.20

情報・通信業 8.43

石油・石炭製品 6.13

非鉄金属 5.70

その他金融業 5.54

小売業 4.38

その他製品 3.92

電気機器 3.85

不動産業 3.53

ゴム製品 2.60

精密機器 2.29

医薬品 1.97

建設業 1.78

卸売業 1.56

金属製品 0.88

機械 0.88

合計 93.81

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（3）【運用実績】

①【純資産の推移】
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純資産総額
基準価額

（1口当たり）

円 円

第8期計算期間末
（平成16年 3月19日）

9,906,606,141
9,906,606,141

（分配付）
（分配落）

0.4199
0.4199

（分配付）
（分配落）

第9期計算期間末
（平成17年 3月22日）

8,100,943,582
8,100,943,582

（分配付）
（分配落）

0.4299
0.4299

（分配付）
（分配落）

第10期計算期間末
（平成18年 3月20日）

9,110,497,314
9,110,497,314

（分配付）
（分配落）

0.6200
0.6200

（分配付）
（分配落）

第11期計算期間末
（平成19年 3月19日）

7,369,591,671
7,369,591,671

（分配付）
（分配落）

0.6096
0.6096

（分配付）
（分配落）

第12期計算期間末
（平成20年 3月19日）

4,848,724,780
4,848,724,780

（分配付）
（分配落）

0.4519
0.4519

（分配付）
（分配落）

第13期計算期間末
（平成21年 3月19日）

2,480,221,613
2,480,221,613

（分配付）
（分配落）

0.2449
0.2449

（分配付）
（分配落）

第14期計算期間末
（平成22年 3月19日）

2,988,011,982
2,988,011,982

（分配付）
（分配落）

0.3173
0.3173

（分配付）
（分配落）

第15期計算期間末
（平成23年 3月22日）

2,428,601,692
2,428,601,692

（分配付）
（分配落）

0.3011
0.3011

（分配付）
（分配落）

第16期計算期間末
（平成24年 3月19日）

2,184,829,332
2,184,829,332

（分配付）
（分配落）

0.2985
0.2985

（分配付）
（分配落）

第17期計算期間末
（平成25年 3月19日）

2,324,766,480
2,324,766,480

（分配付）
（分配落）

0.3786
0.3786

（分配付）
（分配落）

平成24年10月末日 1,802,215,060 0.2595

11月末日 1,896,656,253 0.2756

12月末日 2,032,906,112 0.2989

平成25年 1月末日 2,220,705,004 0.3298

2月末日 2,120,483,988 0.3440

3月末日 2,312,827,355 0.3770

4月末日 2,607,942,258 0.4293

5月末日 2,500,174,699 0.4144

6月末日 2,441,633,604 0.4079

7月末日 2,444,584,794 0.4139

8月末日 2,394,257,267 0.4073

9月末日 2,588,916,165 0.4440

10月末日 2,577,502,937 0.4441

②【分配の推移】

期間
分配金

（1口当たり）

第8期計算期間 自平成15年 3月20日至平成16年 3月19日 0円

第9期計算期間 自平成16年 3月20日至平成17年 3月22日 0円

第10期計算期間 自平成17年 3月23日至平成18年 3月20日 0円

第11期計算期間 自平成18年 3月21日至平成19年 3月19日 0円
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第12期計算期間 自平成19年 3月20日至平成20年 3月19日 0円

第13期計算期間 自平成20年 3月20日至平成21年 3月19日 0円

第14期計算期間 自平成21年 3月20日至平成22年 3月19日 0円

第15期計算期間 自平成22年 3月20日至平成23年 3月22日 0円

第16期計算期間 自平成23年 3月23日至平成24年 3月19日 0円

第17期計算期間 自平成24年 3月20日至平成25年 3月19日 0円

第18期中間計算期間 自平成25年 3月20日至平成25年 9月19日 －

③【収益率の推移】

期間 収益率（％）

第8期計算期間 自平成15年 3月20日至平成16年 3月19日 34.7

第9期計算期間 自平成16年 3月20日至平成17年 3月22日 2.4

第10期計算期間 自平成17年 3月23日至平成18年 3月20日 44.2

第11期計算期間 自平成18年 3月21日至平成19年 3月19日 △1.7

第12期計算期間 自平成19年 3月20日至平成20年 3月19日 △25.9

第13期計算期間 自平成20年 3月20日至平成21年 3月19日 △45.8

第14期計算期間 自平成21年 3月20日至平成22年 3月19日 29.6

第15期計算期間 自平成22年 3月20日至平成23年 3月22日 △5.1

第16期計算期間 自平成23年 3月23日至平成24年 3月19日 △0.9

第17期計算期間 自平成24年 3月20日至平成25年 3月19日 26.8

第18期中間計算期間 自平成25年 3月20日至平成25年 9月19日 17.1

（注）収益率は期間騰落率です。小数点以下第2位を四捨五入しております。

（4）【設定及び解約の実績】

期間 設定数量（口） 解約数量（口）

第8期計算期間 511,197,005 8,533,535,693

第9期計算期間 280,894,706 5,026,715,667

第10期計算期間 400,949,741 4,552,011,727

第11期計算期間 141,356,449 2,746,621,103

第12期計算期間 411,459,327 1,769,876,006

第13期計算期間 329,300,583 930,652,532

第14期計算期間 214,340,518 927,938,569

第15期計算期間 334,863,693 1,685,293,954

第16期計算期間 66,993,741 814,189,775

第17期計算期間 68,419,734 1,245,690,812

第18期中間計算期間 25,207,270 317,226,141

（参考情報）
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第２【管理及び運営】

１【申込（販売）手続等】

［訂正前］
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（　略　）

■　取得申込手続

（　略　）

・　申込代金は、1口当たりの発行価格に申込口数を乗じて得た申込金額に、申込手数料を加算し

た額です。

（　略　）

・　申込代金の払込期日については、「分配金受取りコース」を選択された場合は、取得申込日か

ら起算して4営業日以内に、申込代金を販売会社でお支払い下さい。なお、販売会社が別に定

める期日がある場合は当該期日までとします。

「分配金再投資コース」を選択された場合は、取得申込日に、申込代金を販売会社でお支払い

下さい。なお、販売会社が別に定める期日がある場合は当該期日までとします。分配金再投資

コースで「定時定額購入サービス」をご利用の場合には、申込代金は、あらかじめ定められた

日に銀行口座等より自動的に引き落としさせていただきます。

詳細につきましては、販売会社にお問い合わせ下さい。

（　略　）

［訂正後］

（　略　）

■　取得申込手続

（　略　）

・　申込代金は、1口当たりの発行価格に申込口数を乗じて得た申込金額に、申込手数料（消費税

等相当額を含みます。）を加算した額です。

（　略　）

・　申込代金の払込期日については、販売会社が定める期日までに販売会社でお支払い下さい。詳

細につきましては、販売会社にお問い合わせ下さい。

（　略　）

第３【ファンドの経理状況】

［訂正前］

1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令

第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府

令第133号）に基づいて作成しております。

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

2.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第17期計算期間（平成24年3月20日か

ら平成25年3月19日まで）の財務諸表について、東陽監査法人により監査を受けております。

［訂正後］

1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令

第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府
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令第133号）に基づいて作成しております。

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

2.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第17期計算期間（平成24年3月20日か

ら平成25年3月19日まで）の財務諸表について、東陽監査法人により監査を受けております。

3.当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年

大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び同規則第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に

関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。

なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

4.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第18期中間計算期間（平成25年3月20

日から平成25年9月19日まで）の中間財務諸表について、東陽監査法人により中間監査を受けておりま

す。

１【財務諸表】

原届出書「第二部　ファンド情報　第３　ファンドの経理状況　１　財務諸表」に「中間財務諸表」

が追加されます。
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（3）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

期　別 第18期中間計算期間
自 平成25年 3月20日

至 平成25年 9月19日項　目

1. 有価証券の評価基準及び評価方
法

株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないもの
については、それに準ずる価額）、又は第一種金融商品取引業者等から提示され
る気配相場に基づいて評価しております。
　

2. 外貨建資産・負債の本邦通貨へ
の換算基準

信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
　

3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額
を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
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有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
　

為替差損益
約定日基準で計上しております。
　

4. その他財務諸表作成のための基
本となる重要な事項

外貨建資産等の会計処理
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

（中間貸借対照表に関する注記）

第18期中間計算期間末
（平成25年 9月19日現在）

*1. 当該中間計算期間の末日における受益権の総数

5,848,859,747口

2. 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額

元本の欠損 3,256,900,904円

*3. 当該中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額

1口当たりの純資産額 0.4432円

(10,000口当たりの純資産額 4,432円)

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

第18期中間計算期間
自 平成25年 3月20日

至 平成25年 9月19日

該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価に関する事項

期　別 第18期中間計算期間末
（平成25年 9月19日現在）項　目

1. 中間貸借対照表額、時価及び差額 中間貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、中
間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
　

2. 時価の算定方法 時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載して
おります。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格
と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。　

（重要な後発事象に関する注記）

第18期中間計算期間
自 平成25年 3月20日

至 平成25年 9月19日

該当事項はありません。

（その他の注記）

1.元本の移動

第18期中間計算期間末
（平成25年 9月19日現在）

投資信託財産に係る元本の状況

期首元本額 6,140,878,618円
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期中追加設定元本額 25,207,270円

期中一部解約元本額 317,226,141円

2.有価証券関係

該当事項はありません。

3.デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

２【ファンドの現況】

原届出書「第二部　ファンド情報　第３　ファンドの経理状況　２　ファンドの現況」につきまして

は、以下の内容に更新・訂正されます。

【純資産額計算書】（平成25年10月31日現在）

Ⅰ　資産総額 2,583,674,763 円

Ⅱ　負債総額 6,171,826 円

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,577,502,937 円

Ⅳ　発行済数量 5,804,345,465 口

Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ/Ⅳ） 0.4441 円
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第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

原届出書「第三部　委託会社等の情報　第１　委託会社等の概況」につきましては、以下の内容に更

新・訂正されます。

１【委託会社等の概況】

（平成25年10月末日現在）

（1）資本金の額 10億円

会社が発行する株式の総数 2,600,000株

発行済株式の総数 825,000株

最近5年間における主な資本金の額の増減 なし

（2）委託会社の機構

〈委託会社の意思決定機構〉

委託会社は、12名以内で構成される取締役会により運営されます。
取締役は、委託会社の株主であることを要しません。
取締役は、株主総会において株主によって選任され、その任期は選任後2年以内に終了す

る事業年度の内最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとします。
取締役会は、社長1名を選定するほか、会長、副社長、専務取締役、および常務取締役を

若干名選任することができます。また、取締役会は取締役の中から代表取締役を若干名選定
することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として、社長が招集します。取締

役会の議長は、原則として、社長がこれにあたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席したうえ

で、出席した取締役の過半数をもって決します。

〈運用の意思決定機構〉

運用委員会は、月1回、運用本部で開催する「ストラテジー会議」で策定された投資環境
分析と運用の基本方針案に基づいて検討を行い、運用の基本方針を決定します。
また、運用に関する内規の制定及び改廃のほか、運用ガイドライン等運用のリスク管理に

関する事項を決定します。
運用戦略会議は、月1回、ファンドマネージャーより運用委員会で決定された運用の基本

方針に基づいた個別ファンドの具体的な投資戦略が報告され、その内容について検討を行い
ます。
ファンドマネージャーは、運用戦略会議で検討された投資戦略に基づき、ファンド毎に具

体的な運用計画を策定し、運用計画書・運用実施計画書に基づいて、運用の指図を行いま
す。
投資調査部は、国内外のマクロ経済・セミマクロ経済の調査・分析、市場環境の分析、企

業の調査・分析等を行い、ファンドマネージャーに情報提供を行うことで、運用をサポート
します。
運用分析会議は、月1回、運用のパフォーマンス向上、運用の適正性の確保、及び運用の

リスク管理に資することを目的に、個別ファンドの運用パフォーマンスを分析・検証・評価
し、運用本部にフィードバックを行います。
売買分析会議は、月1回、運用財産に係る運用の適切性確保に資することを目的にファン

ドの有価証券売買状況や組入れ状況など、日々、リスク管理部、トレーディング部が行って
いる運用の指図に関するチェック状況の報告・指摘を行います。議長は会議の結果を取締役
会へ報告します。

２【事業の内容及び営業の概況】
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当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として証券投資信託の
設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用（投資運用
業）及びその受益権の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。また、「金融商品
取引法」に定める投資一任契約にかかる投資運用業、投資助言・代理業を行っています。
平成25年10月末日現在、当社は、249本の証券投資信託（単位型株式投資信託30本、追加型株式投資
信託156本、追加型公社債投資信託16本、親投資信託47本）の運用を行っており、純資産総額は
13,946億円（親投資信託を除く。）です。

３【委託会社等の経理状況】

（1）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
蔵省令第59号）ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府
令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

（2）当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（平成24年4月1日か
ら平成25年3月31日まで）の財務諸表について、東陽監査法人の監査を受けております。

（1）【貸借対照表】

期　　別

科　　目

前事業年度 当事業年度

(平成24年3月31日) (平成25年3月31日)

金　　　　額 金　　　　額

( 資 産 の 部 ) 千円 千円 千円 千円

流動資産

現金預金 5,829,748 6,106,221

有価証券 3,298,206 3,199,988

未収委託者報酬 582,010 743,347

未収運用受託報酬 26,297 148,616

未収投資助言報酬 5,637 5,609

前払費用 34,096 30,946

未収収益 264 121

繰延税金資産 63,345 59,846

その他の流動資産 865 2,899

流動資産合計 9,840,470 10,297,596

固定資産

有形固定資産 *1 175,209 144,072

建物 36,865 30,613

器具備品 138,344 113,458

無形固定資産 2,681 2,364

ソフトウェア 559 242

電話加入権 2,122 2,122

投資その他の資産 2,069,959 3,268,958

投資有価証券 1,302,277 1,485,543

親会社株式 644,952 1,633,632

長期差入保証金 150,350 138,067

その他 29,225 29,225

繰延税金資産 50,664 ―
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貸倒引当金 △ 17,510 △ 17,510

投資損失引当金 △ 90,000 ―

固定資産合計 2,247,851 3,415,395

資産合計 12,088,322 13,712,992

期　　別

科　　目

前事業年度 当事業年度

(平成24年3月31日) (平成25年3月31日)

金　　　　額 金　　　　額

( 負 債 の 部 ) 千円 千円 千円 千円

流動負債

預り金 9,102 20,437

前受投資助言報酬 2,423 ―

未払金 373,562 460,362

未払収益分配金 69 60

未払償還金 3,795 3,795

未払手数料 283,314 352,362

その他未払金 86,383 104,144

未払費用 244,251 277,360

未払法人税等 120,129 135,348

未払消費税等 24,817 41,206

賞与引当金 119,240 ―

流動負債合計 893,527 934,715

固定負債

退職給付引当金 103,572 253,736

役員退職慰労引当金 27,160 29,850

繰延税金負債 ― 329,085

資産除去債務 31,632 32,175

長期未払金 ― 15,683

固定負債合計 162,365 660,531

負債合計 1,055,892 1,595,246

( 純 資 産 の 部 )

株主資本

資本金 1,000,000 1,000,000

資本剰余金 566,500 566,500

資本準備金 566,500 566,500

利益剰余金 9,387,988 9,729,121

利益準備金 179,830 179,830

その他利益剰余金

別途積立金 5,718,662 5,718,662

繰越利益剰余金 3,489,496 3,830,629

株主資本合計 10,954,488 11,295,621

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 77,941 822,124

評価・換算差額等合計 77,941 822,124

純資産合計 11,032,429 12,117,745

負債純資産合計 12,088,322 13,712,992
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（2）【損益計算書】

期　　別

科　　目

前事業年度 当事業年度

(自　　平成 23年  4月  1 日 (自　　平成 24年  4月  1 日

至　　平成 24年  3月 31 日) 至　　平成 25年  3月 31 日)

金　　　　額 金　　　　額

千円 千円 千円 千円

営業収益

委託者報酬 9,376,702 9,375,527

運用受託報酬 46,228 172,528

投資助言報酬 18,232 17,281

営業収益計 9,441,163 9,565,338

営業費用

支払手数料 5,120,825 5,049,257

広告宣伝費 197,828 245,879

公告費 1,861 250

受益権管理費 11,275 11,634

調査費 1,284,694 1,205,647

調査費 217,345 284,730

委託調査費 1,067,349 920,917

委託計算費 218,981 223,541

営業雑経費 224,765 224,886

通信費 46,975 48,257

印刷費 166,251 152,770

諸経費 ― 12,246

協会費 8,409 8,351

諸会費 3,129 3,261

営業費用計 7,060,232 6,961,096

一般管理費

給料 1,106,058 1,230,336

役員報酬 124,707 153,361

給料・手当 895,319 1,076,974

賞与 86,032 ―

交際費 18,762 18,065

寄付金 39,015 41,841

旅費交通費 53,988 48,965

租税公課 18,505 22,377

不動産賃借料 200,615 193,493

賞与引当金繰入 119,240 ―

退職給付費用 23,022 152,263

役員退職慰労引当金繰入 4,790 5,870

固定資産減価償却費 44,407 36,468

諸経費 340,584 285,230

一般管理費計 1,968,991 2,034,913
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営業利益 411,940 569,328

期　　別

科　　目

前事業年度 当事業年度

(自　　平成 23年  4月  1 日 (自　　平成 24年  4月  1 日

至　　平成 24年  3月 31 日) 至　　平成 25年  3月 31 日)

金　　　　額 金　　　　額

千円 千円 千円 千円

営業外収益

受取配当金 *1 19,049 18,795

有価証券利息 4,056 3,326

受取利息 1,442 1,294

約款時効収入 131 13

賞与引当金戻入 ― 17,239

雑益 45,964 365

営業外収益計 70,644 41,035

営業外費用

時効後返還金 1,550 962

信託財産負担金 327 795

固定資産除却損 *2 138 15

雑損 47 35

営業外費用計 2,063 1,808

経常利益 480,521 608,554

特別利益

投資有価証券売却益 30,950 54,630

投資有価証券償還益 ― 30,325

特別利益計 30,950 84,955

特別損失

投資有価証券売却損 32,200 ―

投資有価証券償還損 ― 32,247

投資有価証券評価損 *3 ― 32,860

貸倒引当金繰入 3,000 ―

特別損失計 35,200 65,108

税引前当期純利益 476,271 628,401

法人税、住民税及び事業税 252,318 280,782

法人税等調整額 △23,951 228,366 △26,513 254,268

当期純利益 247,904 374,132

（3）【株主資本等変動計算書】

（単位：千円）

EDINET提出書類

岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

25/45



前事業年度
（自 平成23年4月1日

至 平成24年3月31日）

当事業年度
（自 平成24年4月1日

至 平成25年3月31日）

株主資本

資本金

当期首残高 1,000,000 1,000,000

当期変動額

当期変動額合計 ― ―

当期末残高 1,000,000 1,000,000

資本剰余金

資本準備金

当期首残高 566,500 566,500

当期変動額

当期変動額合計 ― ―

当期末残高 566,500 566,500

資本剰余金合計

当期首残高 566,500 566,500

当期変動額

当期変動額合計 ― ―

当期末残高 566,500 566,500

利益剰余金

利益準備金

当期首残高 179,830 179,830

当期変動額

当期変動額合計 ― ―

当期末残高 179,830 179,830

その他利益剰余金

別途積立金

当期首残高 5,718,662 5,718,662

当期変動額

当期変動額合計 ― ―

当期末残高 5,718,662 5,718,662

繰越利益剰余金

当期首残高 3,274,591 3,489,496

当期変動額

剰余金の配当 △33,000 △33,000

当期純利益 247,904 374,132

当期変動額合計 214,904 341,132

当期末残高 3,489,496 3,830,629

利益剰余金合計

当期首残高 9,173,083 9,387,988

当期変動額

剰余金の配当 △33,000 △33,000

当期純利益 247,904 374,132

当期変動額合計 214,904 341,132

当期末残高 9,387,988 9,729,121

株主資本合計

当期首残高 10,739,583 10,954,488

当期変動額

剰余金の配当 △33,000 △33,000

当期純利益 247,904 374,132
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当期変動額合計 214,904 341,132

当期末残高 10,954,488 11,295,621

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

当期首残高 30,570 77,941

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 47,370 744,183

当期変動額合計 47,370 744,183

当期末残高 77,941 822,124

評価・換算差額等合計

当期首残高 30,570 77,941

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 47,370 744,183

当期変動額合計 47,370 744,183

当期末残高 77,941 822,124

純資産合計

当期首残高 10,770,153 11,032,429

当期変動額

剰余金の配当 △33,000 △33,000

当期純利益 247,904 374,132

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 47,370 744,183

当期変動額合計 262,275 1,085,315

当期末残高 11,032,429 12,117,745

[重要な会計方針]

1．有価証券の評価基準及
び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入
法により処理し、売却原価は総平均法により算定）

時価のないもの

総平均法による原価法

2．固定資産の減価償却の
方法

(1) 有形固定資産

定率法により償却しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物 15 年

器具備品 4～15 年

(2) 無形固定資産

定額法により償却しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能
期間（3～5年）に基づく定額法により償却しております。

3．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実
績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能
性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 退職給付引当金
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従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基づき、計上しております。

数理計算上の差異については、その発生時の従業員の平均残存勤務
期間以内の一定年数（５年）による定額法により発生の翌期から費
用処理することとしております。

(3) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、当社内規に基づく期末要支
給見積額を計上しております。  

4．その他財務諸表作成の
ための基本となる重要
な事項

消費税等の会計処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっておりま

す。

[会計方針の変更等]

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

１. 減価償却方法の変更

当社は、法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成24年4月1日以後に取得した有形固定資

産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

これによる損益に与える影響額は軽微であります。

[表示方法の変更]

従来、「投資助言報酬」については、営業収益の「運用受託報酬」に計上しておりましたが、

当事業年度より事業運営の実態をより適切に表示するために区分掲記しております。

[追加情報]

（退職給付引当金）
当社は、当事業年度より退職給付制度の大幅な変更に伴い退職給付に係る会計処理をより適正に行

うため、退職給付債務の計算方法を簡便法から原則法に変更しております。
この変更に伴い、退職給付債務について計算した簡便法と原則法の差額87,114千円を一般管理費に

計上しております。
また、平成24年7月に退職一時金制度の一部について確定拠出年金制度へ移換し、「退職給付制度

間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第1号）を適用しております。
これに伴う確定拠出年金制度への資産の既移換額は8,010千円であり、未移換額は当事業年度末日

において、23,521千円であり、その他未払金（流動負債）に7,837千円、長期未払金（固定負債）に
15,683千円を計上しております。

[注記事項]

(貸借対照表関係)

前事業年度 当事業年度

(平成24年 3月31日) (平成25年 3月31日)

*1　有形固定資産の減価償却累計額 *1　有形固定資産の減価償却累計額

建物 43,586 千円 建物 49,838 千円

器具備品 133,977 千円 器具備品 160,968 千円

(損益計算書関係)
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前事業年度 当事業年度

(自　　平成 23年  4月  1 日 (自　　平成 24年  4月  1 日

至　　平成 24年  3月 31 日) 至　　平成 25年  3月 31 日)

*1　各科目に含まれている関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。

*1　各科目に含まれている関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。

受取配当金 16,310 千円 受取配当金 16,310 千円

*2　固定資産除却損の内訳は次のとおりでありま
す。

*2　固定資産除却損の内訳は次のとおりでありま
す。

器具備品 138 千円 器具備品 15 千円

*3　 投資有価証券評価損の内訳は次のとおりで
あります。
投資先会社の財政状態及び業績等を勘案し
た結果、投資有価証券評価損32,860千円を
特別損失として計上しております。
なお、当該評価損は過年度に計上しており
ました投資損失引当金90,000千円の戻入益
と投資有価証券評価損122,860千円を相殺し
たものです。

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度（自平成23年4月1日 至平成24年3月31日）

(１)発行済株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 825,000 ― ― 825,000

(２)配当に関する事項

①　配当金支払額

平成23年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

・普通株式の配当に関する事項

配当金の総額 33,000千円

1株当たり配当額 40円

基準日 平成23年3月31日

効力発生日 平成23年6月28日

②　基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

平成24年6月25日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

・普通株式の配当に関する事項

配当金の総額 33,000千円

1株当たり配当額 40円

基準日 平成24年3月31日

効力発生日 平成24年6月26日
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配当の原資 利益剰余金

当事業年度（自平成24年4月1日 至平成25年3月31日）

(１)発行済株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 825,000 ― ― 825,000

(２)配当に関する事項

①　配当金支払額

平成24年6月25日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

・普通株式の配当に関する事項

配当金の総額 33,000千円

1株当たり配当額 40円

基準日 平成24年3月31日

効力発生日 平成24年6月26日

②　基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

平成25年6月25日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

・普通株式の配当に関する事項

配当金の総額 33,000千円

1株当たり配当額 40円

基準日 平成25年3月31日

効力発生日 平成25年6月26日

配当の原資 利益剰余金

（金融商品関係）

1.　金融商品の状況に関する事項

（1）　金融商品に対する取組方針

当社は、金融商品取引法に定める投資運用業、投資助言・代理業及び第二種金融商品取引

業を営んでおります。これらの事業を当社では、自己資金で行っております。

一方、資金運用については、短期的な預金及び債券、投資有価証券での運用を行っており

ます。なお、デリバティブ取引は行っておりません。

（2）　金融商品の内容及びそのリスク

当社が保有する主な金融資産は現金預金、有価証券、未収委託者報酬、未収運用受託報

酬、投資有価証券及び親会社株式であります。

預金は預入先金融機関の信用リスクに晒されております。また、長期差入保証金はそのほ

とんどが当社の賃貸契約における敷金であり、賃貸先の信用リスクに晒されておりますが、
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契約締結時に必要な確認を実施し、当該リスクの低減を図っております。また有価証券、投

資有価証券及び親会社株式は発行体の信用リスクやマーケットリスク等に晒されておりま

す。また、未収委託者報酬は投資信託財産中から当社（委託者）が得られる報酬であり、未

収であるものであります。また、未収運用受託報酬は投資一任契約の契約先から当社が得ら

れる報酬であり、未収であるものであります。

金融負債の主なものは、未払金（未払手数料）、未払法人税等であります。未払金（未払

手数料）は委託者報酬中から当社が販売会社に支払うべき手数料であり、未払いのものであ

ります。

（3）　金融商品に係るリスク管理体制

当社は経営の健全化及び経営資源の効率化を目的として、リスク管理体制の強化を図り、

適切なリスク・コントロールに努めております。金融資産に関わる信用リスク、マーケット

リスク等を管理するため、社内規程等に従い、ポジション枠や与信枠等の適切な管理に努め

ております。

2.　金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお時価を把握す

ることが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参照）。

前事業年度（平成24年3月31日）

貸借対照表計上額 時価 差額

(千円) (千円) (千円)

(1)現金預金 5,829,748 5,829,748 ―

(2)有価証券 3,298,206 3,298,206 ―

(3)未収委託者報酬 582,010 582,010 ―

(4)未収運用受託報酬 26,297 26,297 ―

(5)投資有価証券 600,316 600,316 ―

(6)親会社株式 644,952 644,952 ―

(7)未払金（未払手数料） 283,314 283,314 ―

(8)未払法人税等 120,129 120,129 ―

当事業年度（平成25年3月31日）

貸借対照表計上額 時価 差額

(千円) (千円) (千円)

(1)現金預金 6,106,221 6,106,221 ―

(2)有価証券 3,199,988 3,199,988 ―

(3)未収委託者報酬 743,347 743,347 ―

(4)未収運用受託報酬 148,616 148,616 ―

(5)投資有価証券 936,443 936,443 ―

(6)親会社株式 1,633,632 1,633,632 ―

(7)未払金（未払手数料） 352,362 352,362 ―

(8)未払法人税等 135,348 135,348 ―

（注1）金融商品の時価の算定方法

（1）現金預金、（3）未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬、（7)未払金（未払手数料）、(8)未払

法人税等
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これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって

おります。

（2）有価証券、（5）投資有価証券、（6）親会社株式

これらの時価について、上場株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は日本証券業協会が公表

する価格等、投資信託は公表されている基準価額等によっております。また、保有目的ごとの有価証

券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。

（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

（単位：千円）

区分 平成24年3月31日 平成25年3月31日

非上場株式 701,961 549,100

長期差入保証金 150,350 138,067

非上場株式については、市場価額がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるた

め、「（5）投資有価証券」には含めておりません。また、長期差入保証金については、市場価

格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価評価の対象に含めておりま

せん。

（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

前事業年度（平成24年3月31日）

1年以内 1年超
5年以内

5年超
10年以内

10年超

（千円） （千円） （千円） （千円）

現金預金 5,829,748 ― ― ―

未収委託者報酬 582,010 ― ― ―

未収運用受託報酬 26,297 ― ― ―

有価証券及び投資有価証券

その他有価証券のうち満期があるもの

その他 3,298,206 397,716 2,960 ―

合計 9,736,262 397,716 2,960 ―

当事業年度（平成25年3月31日）

1年以内 1年超
5年以内

5年超
10年以内

10年超

（千円） （千円） （千円） （千円）

現金預金 6,106,221 ― ― ―

未収委託者報酬 743,347 ― ― ―

未収運用受託報酬 148,616 ― ― ―

有価証券及び投資有価証券

その他有価証券のうち満期があるもの

その他 3,199,988 568,739 4,720 ―

合計 10,198,173 568,739 4,720 ―

（有価証券関係）

1．その他有価証券
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前事業年度（平成24年3月31日）
（単位：千円）

 種類 貸借対照表 取得原価 差額  

 計上額  

 
貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの （１）株式 733,260 605,961 127,298

 

 （２）債券  

 ①国債・地方債等 2,718,551 2,718,501 49  

 ②社債 ― ― ―  

 ③その他 ― ― ―  

 （３）その他 212,768 204,226 8,542  

 小計 3,664,579 3,528,689 135,890  

 
貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの （１）株式 9,035 12,350 △3,315

 

 （２）債券  

 ①国債・地方債等 579,654 579,678 △23  

 ②社債 ― ― ―  

 ③その他 ― ― ―  

 （３）その他 290,205 302,044 △11,839  

 小計 878,895 894,073 △15,177  

 合計 4,543,474 4,422,762 120,712

（注）非上場株式（貸借対照表計上額　701,961千円）については、市場価格がなく、時価を把握

することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めており

ません。

当事業年度（平成25年3月31日）

（単位：千円）

種類 貸借対照表 取得原価 差額

計上額

貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの （１）株式 1,893,815 618,311 1,275,503

（２）債券

①国債・地方債等 2,699,445 2,698,898 546

②社債 ― ― ―

③その他 ― ― ―

（３）その他 341,998 291,226 50,772

小計 4,935,258 3,608,436 1,326,822

貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの （１）株式 ― ― ―

（２）債券

①国債・地方債等 299,853 299,880 △27

②社債 ― ― ―

③その他 ― ― ―

（３）その他 534,951 587,088 △52,136

小計 834,804 886,969 △52,164

合計 5,770,063 4,495,405 1,274,658
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（注）非上場株式（貸借対照表計上額　549,100千円）については、市場価格がなく、時価を把握

することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めており

ません。

２．事業年度中に売却したその他有価証券

前事業年度（自平成23年4月1日 至平成24年3月31日）

（単位：千円）

種類 売却額 売却益の 売却損の

合計額 合計額

（１）株式 ― ― ―

（２）債券

①国債・地方債等 ― ― ―

②社債 ― ― ―

③その他 ― ― ―

（３）その他 198,750 30,950 32,200

合計 198,750 30,950 32,200

当事業年度 （自平成24年4月1日 至平成25年3月31日）

（単位：千円）

種類 売却額 売却益の 売却損の

合計額 合計額

（１）株式 84,630 54,630 ―

（２）債券

①国債・地方債等 ― ― ―

②社債 ― ― ―

③その他 ― ― ―

（３）その他 ― ― ―

合計 84,630 54,630 ―

(デリバティブ取引関係)

当社は、デリバティブ取引を利用していないため該当事項はありません。

(退職給付関係)

1．採用している退職給付制度の概要

当社の退職給付制度は当事業年度より大幅な変更を行い、確定拠出年金制度（証券総合型ＤＣ

岡三プラン）、確定給付企業年金制度及び退職一時金制度から構成されております。

2．退職給付債務に関する事項

前事業年度 当事業年度
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（平成24年3月31日） （平成25年3月31日）

退職給付債務（千円） 103,572 429,752

（1）年金資産（千円） ― 205,027

（2）退職給付引当金（千円） 103,572 253,736

（3）未認識数理計算上の差異（千円） ― △29,011

（注）当社は前事業年度においては、退職給付債務の算定方法を簡便法により計算する方法によっており
ましたが、当事業年度から原則法により計算する方法へ変更しております。

3．退職給付費用に関する事項

前事業年度 当事業年度

（自　平成23年4月 1日 （自　平成24年4月 1日

至　平成24年3月31日） 至　平成25年3月31日）

（1）勤務費用（千円）(注)1 16,397 40,010

（2）利息費用（千円） ― 4,812

（3）原則法への変更による費用処理額（千円）(注)2 ― 87,114

（4）期待運用収益（千円） △616

（5）数理計算上の差異の費用処理額（千円） ― 10,118

（6）退職給付費用（千円） 16,397 141,437

（7）その他（千円）(注)3 6,625 10,825

（注）1.前事業年度は簡便法を採用しており、退職給付費用は「（1）勤務費用」に計上しております。
2.当事業年度の期首において、退職給付債務の算定方法を簡便法から原則法へ変更したことにより
生じたものであり、一般管理費として一括費用処理しております。

3.「（7）その他」は、確定拠出年金への掛金支払額であります。

4.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
（1）退職給付見込額の期間配分方法

期間定額基準

（2）割引率

前事業年度 当事業年度

（平成24年3月31日） （平成25年3月31日）

― 0.99％

（3）期待運用収益率

前事業年度 当事業年度

（平成24年3月31日） （平成25年3月31日）

― 0.5％

（4）数理計算上の差異の処理年数
各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（5年）による定額法に
より按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。

(税効果会計関係)

前事業年度 当事業年度

（平成24年3月31日） （平成25年3月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内
訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内
訳

繰延税金資産 繰延税金資産

賞与引当金 45,311 千円 賞与引当金 ― 千円
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退職給付引当金 36,768 千円 退職給付引当金 90,076 千円

役員退職慰労引当金 9,641 千円 役員退職慰労引当金 10,596 千円

ゴルフ会員権評価損 3,231 千円 ゴルフ会員権評価損 3,231 千円

貸倒引当金 6,216 千円 貸倒引当金 6,216 千円

その他有価証券評価差額金 5,674 千円 その他有価証券評価差額金 19,211 千円

投資有価証券評価損 3,002 千円 投資有価証券評価損 3,002 千円

未払広告宣伝費 29,217 千円 未払広告宣伝費 42,193 千円

投資損失引当金 31,950 千円 投資損失引当金 ― 千円

資産除去債務 11,229 千円

18,184 千円

資産除去債務 11,422 千円

その他 その他 24,324 千円

繰延税金資産の合計 200,427 千円 繰延税金資産の合計 210,276 千円

繰延税金負債 繰延税金負債

負ののれん償却額 28,908 千円 負ののれん償却額 ― 千円

その他有価証券評価差額金 48,445 千円 その他有価証券評価差額金 471,745 千円

その他
繰延税金負債の合計

9,063 千円 その他 7,770 千円

86,417 千円 繰延税金負債の合計 479,516 千円

繰延税金資産の純額 114,009千円 繰延税金資産の純額 △269,239千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 41.0% 法定実効税率 38.0%

（調整） （調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 8.1% 交際費等永久に損金に算入されない項目 3.9%

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △2.0% 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △2.4%

住民税均等割等 0.5% 住民税均等割等 0.4%

税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 4.1% 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 ―

還付法人税等 △2.7% 還付法人税等 ―

その他 △1.1% その他 0.6%

税効果会計適用後の法人税等の負担率 47.9% 税効果会計適用後の法人税等の負担率 40.5%

３．法定実効税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金
負債の修正

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るた
めの所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法律第
114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実
施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」（平
成23年法律第117号）が平成23年12月2日に公布され、平成
24年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等が変更
されることとなりました。これに伴い、平成24年4月1日に
開始する事業年度から平成26年4月1日に開始する事業年度
の期間において解消が見込まれる一時差異については、繰
延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税
率を41％から38％に変更し、平成27年4月1日に開始する事
業年度以降において解消が見込まれる一時差異について
は、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定
実効税率を41％から35.5％に変更しております。
この変更により、当事業年度末の繰延税金資産の純額

（繰延税金負債の金額を控除した金額）は12,842千円減少
し、当事業年度に計上された法人税等調整額は19,476千
円、その他有価証券評価差額金は6,633千円、それぞれ増
加しております。

―

（資産除去債務関係）

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

1.当該資産除去債務の概要
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本店の建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

2.当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を取得から15年～31年と見積り、割引率は1.404％～2.290％を使用して資産除去債務

の金額を計算しております。

3.当該資産除去債務の総額の増減

前事業年度 当事業年度

（自　平成23年4月　1日 （自　平成24年4月　1日

至　平成24年3月31日） 至　平成25年3月31日）

期首残高（千円） 10,933 31,632

有形固定資産の取得に伴う増加額（千円） 20,282 ―

時の経過による調整額（千円） 416 543

期末残高（千円） 31,632 32,175

（セグメント情報等）

1.セグメント情報

（１）報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締

役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となってい

るものであります。

当社は「投資信託部門」及び「投資顧問部門」ごとに、経営戦略を立案・決定し、経営資源の

配分及び業績の評価を行っております。

なお、「投資顧問部門」のセグメントの売上高、利益又は損失の金額及び資産の額がいずれも

事業セグメントの合計額の10％未満でありますので、報告セグメントは「投資信託部門」のみで

あります。

報告セグメントである「投資信託部門」では投資信託の運用、商品開発等を行っておりま

す。

報告セグメントが1つであり、開示情報としての重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を

省略しております。

（２）報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告セグメントが1つであり、開示情報としての重要性が乏しいため、セグメント情報の記載

を省略しております。

（３）報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前事業年度 （自平成23年4月1日 至平成24年3月31日）

報告セグメントが1つであり、開示情報としての重要性が乏しいため、セグメント情報の記載

を省略しております。

当事業年度（自平成24年4月1日 至平成25年3月31日）

報告セグメントが1つであり、開示情報としての重要性が乏しいため、セグメント情報の記載

を省略しております。
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（４）報告セグメント合計額と財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する

事項）

前事業年度 （自平成23年4月1日 至平成24年3月31日）

報告セグメントが1つであり、開示情報としての重要性が乏しいため、セグメント情報の記載

を省略しております。

当事業年度（自平成24年4月1日 至平成25年3月31日）

報告セグメントが1つであり、開示情報としての重要性が乏しいため、セグメント情報の記載

を省略しております。

２.関連情報

前事業年度 （自平成23年4月1日 至平成24年3月31日）

(1)製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超え

るため、記載を省略しております。

(2)地域ごとの情報

①営業収益

本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略して

おります。

②有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

(3)主要な顧客ごとの情報

該当事項はありません。

当事業年度（自平成24年4月１日　至平成25年3月31日）

(1)製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超え

るため、記載を省略しております。

(2)地域ごとの情報

①営業収益

本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略して

おります。

②有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

(3)主要な顧客ごとの情報

該当事項はありません。

３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

該当事項はありません。
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４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

該当事項はありません。

５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

該当事項はありません。

(関連当事者情報)

1.関連当事者との取引

財務諸表提出会社と関連当事者との取引

前事業年度（自平成23年4月1日 至平成24年3月31日）

　　　　財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等

種類
会社等の名
称又は氏名

所在地
資本金又は出

資金
（千円）

事業の内
容又は職

業

議決権等
の所有
（被所
有）割合

関連当事者と
の関係

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

同一の親会社を
持つ会社

岡三証券
株式会社

東京都
中央区

5,000,000 証券業
被所有
直　接
2.30%

当社ファンド
の募集取扱
役員の出向
4名

支払手数料の
支払
（注2）

3,450,056
未払
手数料

181,880

(注) 1.上記の取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2.取引条件及び取引条件の決定方針

過去の取引条件及びファンドの商品性を勘案して決定しております。

当事業年度（自平成24年4月1日 至平成25年3月31日）

　　　　財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等

種類
会社等の名
称又は氏名

所在地
資本金又は
出資金
（千円）

事業の
内容又は
職業

議決権等
の所有
（被所
有）割合

関連当事者との
関係

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

同一の親会社を
持つ会社

岡三証券
株式会社

東京都
中央区

5,000,000 証券業
被所有
直　接
2.30%

当社ファンドの
募集取扱

支払手数料

の支払

（注2）
3,109,435

未払
手数料

201,400

(注) 1.上記の取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2.取引条件及び取引条件の決定方針

過去の取引条件及びファンドの商品性を勘案して決定しております。

２.親会社又は重要な関連会社に関する注記

（1）親会社情報

株式会社岡三証券グループ（東京証券取引所に上場）

（2）重要な関連会社の要約財務情報

該当事項はありません。

(1株当たり情報)

前事業年度 当事業年度

(自　　平成 23年  4月  1 日 (自　　平成 24年  4月  1 日

至　　平成 24年  3月 31 日) 至　　平成 25年  3月 31 日)
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1株当たり純資産額 13,372円64銭 1株当たり純資産額 14,688円17銭

1株当たり当期純利益金額 300円49銭 1株当たり当期純利益金額 453円49銭

(注)１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりませ
ん。

１．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

前事業年度 当事業年度

(自　平成23年4月 1日 (自　平成24年4月 1日

至　平成24年3月31日) 至　平成25年3月31日)

当期純利益（千円） 247,904 374,132

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

普通株式に係る当期純利益（千円） 247,904 374,132

普通株式の期中平均株式数（株） 825,000 825,000

２．1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

前事業年度 当事業年度

（平成24年3月31日） （平成25年3月31日）

純資産の部の合計額（千円） 11,032,429 12,117,745

純資産の部から控除する合計額（千円） ― ―

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 11,032,429 12,117,745

1株当たり純資産額の算定に用いられた期
末の普通株式の数（株）

825,000 825,000

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

４【利害関係人との取引制限】

委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲

げる行為が禁止されています。

①　自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと

（投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお

それがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。

②　運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、若

しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣

府令で定めるものを除きます。）。

③　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親

法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業

者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以

下④⑤において同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有しているこ
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とその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要

件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ

取引を行うこと。

④　委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、

運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ

と。

⑤　上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資

者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれの

あるものとして内閣府令で定める行為。

５【その他】

（1）定款の変更等

委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

委託会社は、事業の全部又は一部を譲渡することがあります。

委託会社は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあります。

（2）訴訟事件その他の重要事項

該当事項はありません。

第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

原届出書「第三部　委託会社等の情報　第２　その他の関係法人の概況　１　名称、資本金の額及び

事業の内容」につきましては、以下の内容に更新・訂正されます。

（1）「受託会社」

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

①　資本金の額

平成25年3月末日現在、324,279百万円

②　事業の内容

銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営

法）に基づき信託業務を営んでいます。

（2）「販売会社」

名　　称
資本金の額（百万円）
平成25年3月末日現在

事業の内容
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岡三証券株式会社 5,000

「金融商品取引法」に定
める第一種金融商品取引
業を営んでいます。

株式会社ＳＢＩ証券 47,937

カブドットコム証券株式会社 7,196

共和証券株式会社 500

三縁証券株式会社 150

静岡東海証券株式会社 600

荘内証券株式会社 100

リーディング証券株式会社 1,768

日本アジア証券株式会社
※1 4,100

ばんせい証券株式会社 1,558

二浪証券株式会社 100

益茂証券株式会社 515

丸福証券株式会社 852

株式会社北都銀行 11,000

銀行法に基づき銀行業を
営んでいます。株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

※2 1,711,958

スルガ銀行株式会社 30,043

※1日本アジア証券株式会社は、ファンドの新規の販売は行いません。換金申込の受付、収益分配金

の支払いならびに再投資、および換金代金ならびに償還金の支払い等のみ行います。

※2株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行は、ファンドの新規の販売は行いません。換金申込の受付、収益分

配金の支払いならびに再投資、および換金代金ならびに償還金の支払い等のみ行います。
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独立監査人の中間監査報告書

平成25年10月31日

岡三アセットマネジメント株式会社

取締役会　御中

東 陽 監 査 法 人

指定社員
公認会計士 鈴木基仁　印

業務執行社員

指定社員
公認会計士 助川正文　印

業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン

ドの経理状況」に掲げられている「日本グロースオープン」の平成25年３月20日から平成25年９月

19日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書

並びに中間注記表について中間監査を行った。

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な

虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統

制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表

に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる

中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示

がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中

間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査

と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判

断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的

手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目

的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価

の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用

な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及

びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討する

ことが含まれる。
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当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して

いる。

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸

表の作成基準に準拠して、「日本グロースオープン」の平成25年９月19日現在の信託財産の状態及

び同日をもって終了する中間計算期間（平成25年３月20日から平成25年９月19日まで）の損益の状

況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

利害関係

岡三アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公

認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

      以　　上

(注)1.上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2.中間財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません

委託会社の監査報告書（当期）へ
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

平成25年６月25日

岡三アセットマネジメント株式会社

取　締　役　会　　御中

東　陽　監　査　法　人

指 定 社 員
公認会計士　助　川　正　文　　㊞

業務執行社員

指 定 社 員
公認会計士　宝　金　正　典　　㊞

業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

の経理状況」に掲げられている岡三アセットマネジメント株式会社の平成24年４月１日から平成25年３月

31日までの第49期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重

要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し

適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を

表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して

監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な

保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査

手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ

いて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもので

はないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、

財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方

針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検

討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、岡三アセットマネジメント株式会社の平成25年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する

事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以 上

(注)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
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